
県警被服・単価契約・複数品目・事前確認書不要  

オープンカウンター方式についての注意事項 

１ オープンカウンター方式とは、県が調達案件をホームページ等で公開し、参加を希望する事業者か

ら見積書の提出を募り受注者を決定する方法です。 

   参加を希望する場合は、電子入札システム（以下「システム」という。）により指定の期日までに

見積書を提出してください。 

２ オープンカウンターによる見積合わせへ参加する際は、「福島県電子見積運用基準」及び「オープ

ンカウンター方式実施要領」を遵守してください。  

３ 本調達の対象事業者は、契約期間が属する年度に有効な福島県の物品購入（修繕）競争入札参加有

資格者名簿に登録されている者に限定しています。 

したがって、この条件を満たさない事業者の見積りは、無効とします。  

４ 見積書は令和８年４月１６日（木）午後５時までに【各品目の単価に各品目の予定数量を乗じて得

た金額の合計金額】を入力することとし、契約の相手方は各品目の合計金額で決定する。 

ただし、当該単価は調達物品の本体価格のほか、納入等に要する一切の諸経費を含めて見積もるこ

と。 

なお、この契約は、１着（本・枚・個・足・組）当たりの単価を契約単価とし、支払金額は、契約

単価に購入数量を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とするので、見積者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額をシ

ステムに入力してください。 

５ 仕様等について不明な点がある場合は、令和８年４月３日（金）午後５時までに、電子入札システ

ムにより質問を提出し確認してください。  

６ 当日の状況により見積合わせ実施時間がずれることがあります。また、見積合わせへの立ち会いは

認めておりません。  

７ 最低価格が予定価格に達しなかった場合は、再度見積合わせを行う場合があります。  
 

■契約書・請書の作成などについて  
１ 契約書など  

「契約書」を提出いただくことが必要です。別途連絡いたします。 

なお、本契約案件は、県が調達した電子契約サービスを利用した契約締結を行うことができます。

電子契約による契約締結を希望する場合は、契約決定後、すみやかに「電子契約利用申出書兼メール

アドレス確認書」に必要事項を記載のうえ、以下アドレス宛に電子メールにより提出してください。

（※電子契約を希望しない場合は従来の書面による契約とします。）なお、電子契約の詳細について

は、福島県ホームページの電子契約サービスのページを参照してください。 

（電子契約サービスのページ／https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-160.html） 

２ 提出期限  

見積決定後、１０日以内（土日等を除く）に提出してください。  

３ 提出先 

入札用度課メールアドレス（nyuusatsu_youdo@pref.fukushima.lg.jp） 

 

 

 


